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１．マスタファイルの体系 

 

  労災レセプト電算処理マスタコード（労災レセプト電算処理システムで使用する各種マスタファイル）の分類は、次

のとおり。 

 

 

上記のほか、「診療報酬情報提供サービス」のホームページで公開されている、レセプト電算処理システムマスター

ファイル仕様説明書に記載されている各種マスターファイル及び「労災レセプト電算処理システム」のホームページで

公開している「労災特定器材マスタ」、「労災コメントマスタ」、「労災歯科診療行為マスタ」も併せて使用している。 

 

 

 

  

項番

１ 労災医科診療行為マスタ

２ 医科診療行為労災補助マスタ 数字９桁

コード桁数

数字９桁

マスタ名 内　　　　　　　　　　容

　「労災診療費算定基準」について、ユニークなコードを付与した
もの（コードの上２桁は”１０”固定）

　「診療報酬情報提供サービス」のホームページで公開されてい
る「医科診療行為マスター」及び「労災医科診療行為マスタ」に
掲載されている診療行為コードについて、労災保険の取り扱い
（四肢に対する特例の取り扱い及び労災保険での算定可否）を
表す区分を付与したもの
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２．マスタのレコード情報表記仕様 

 労災レセプト電算処理マスタコードのレコード情報表記仕様は次のとおり。 

 なお、本文の別紙１～別紙２０については、「診療報酬情報提供サービス」のホームページで公開されている、レセ

プト電算処理システムマスターファイル仕様説明書を参照のこと。 

 

（１）労災医科診療行為マスタ 

 

モード
最大
バイト

項目
形式

１ 変更区分 数字 １ 固定 　レコードの異動状況を表す。

　０：前マスタの内容と同じであることを表す。
　１：抹消
　３：新規
　５：変更
　９：廃止

　「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表す。
　次回のマスタ更新時に、当該コードを削除する。

２ マスタ種別 英数 １ 固定 　「Ｒ」を設定する。
　（労災医科診療行為マスタであることを表す。）

３ 診療行為コード 数字 ９ 固定
区分 （２）   先頭１桁目は、診療行為コードを表す「１」を設定する。

  労災特掲コードについては、先頭２桁目に「０」を設定する。
番号 （７） 　診療行為ごとに重複しない番号を設定する。

診療行為省略名称 　出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定する。

４ 省略漢字有効桁数 数字 ２ 可変 　項番５「省略漢字名称」の文字数を表す。
５ 省略漢字名称 漢字 ６４ 可変 　漢字：３２文字
６ 省略カナ有効桁数 数字 ２ 可変 　項番７「省略カナ名称」の文字数を表す。
７

省略カナ名称 英数ｶﾅ ２０ 可変
　半角英数カナ：２０文字
　項番５「省略漢字名称」のカナ名称を表す。

８ データ規格コード 数字 ３ 可変 　記録条件仕様に規定する診療行為レコードの「数量データ」欄
に（以下、「数量データ」という。）記録が必要な診療行為の算定
単位を表す。
　数量データの記録が不要な診療行為は、「０」を設定する。

　データ規格コードの単位コードは「表１」を参照。

データ規格名 　データ規格コードの名称（単位）を設定する。

　データ規格コードの名称は「表１」を参照。

９ 漢字有効桁数 数字 １ 固定 　項番１０「漢字名称」の文字数を表す。
　未使用の場合：「０」を設定する。

１０ 漢字名称 漢字 １２ 可変 　漢字：６文字
　未使用の場合：省略

項番 項目名

形式

内容
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モード
最大
バイト

項目
形式

新又は現点数
１１ 点数識別 数字 １ 固定 　項番１２「新又は現点数」に設定した点数等の種別を表す。

　１：金額
　３：点数（プラス）
　４：購入単価（点数）
　５：％加算
　６：％減算
　７：減点診療行為
　８：点数（マイナス）

　点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。

１２ 新又は現点数 数字 １０ 可変 　整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせ
で設定する。
　金額の上限に制限がない場合：「９９９９９９９．００」を設定する。

１３ 入外適用区分 数字 １ 固定 　当該診療行為を記録可能なレセプトの種別（入院又は入院外）
を表す。

　０：「１」及び「２」以外の診療行為
　１：入院レセプトに限り記録可能な診療行為
　２：入院外レセプトに限り記録可能な診療行為

１４ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１５ 英数 ３ 可変 　入院外レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表
し、入院外レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定する。
　点数欄集計先コードは「表２」を参照。

１６ 包括対象検査 数字 ２ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

１７ 予備 数字 １ 固定 　未使用：「０」を設定する。

１８ ＤＰＣ適用区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１９ 病院・診療所区分 数字 １ 固定 　当該診療行為の適用範囲が病院又は診療所であるか否かを
表す。

　０：「１」及び「２」以外の診療行為
　１：病院に限り適用される診療行為
　２：診療所に限り適用される診療行為

２０ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

２１ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

２２ 看護加算 数字 ２ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

２３ 麻酔識別区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

２４ 数字 ３ 可変 　入院基本料又は入院基本料加算に関する診療行為であるか
否かを表す。
　医療保険の場合、入院基本料加算区分コードは「レセプト電算
処理システムマスターファイル仕様説明書」の「別紙７－４」のと
おりである。
　労災の場合、入院基本料加算区分コードは「表３」のとおりであ
る。

２５ 傷病名関連区分 数字 ２ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

項目名項番

後期高齢者医療適用
区分

点数欄集計先識別
　　　　　（入院外）

画像等手術支援加算

医療観察法対象区分

形式

内容

入院基本料加算区分
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モード
最大
バイト

項目
形式

２６ 医学管理料 数字 ２ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

２７ 実日数 数字 １ 固定 　算定回数が診療実日数に関係する診療行為であるか否かを表
す。

　０：「１」から「４」以外の診療行為
　１：算定回数が診療実日数以下の診療行為
　２：初診料、再診料、外来診療料等
　３：入院基本料、特定入院料
　４：外泊

２８ 日数・回数 数字 １ 固定 　項番２７「実日数」を細分化する情報を、下表に基づき設定す
る。
　設定条件と対象診療行為は「別紙７－６」のとおりである。

２９ 医薬品関連区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

きざみ値

３０ きざみ値計算識別 数字 １ 固定 　きざみ値により算定する診療行為であるか否かを表す。

　０：きざみ値により算定しない診療行為（項番１２：「新又は現点
数」により算定する。）
　１：きざみ値により算定する診療行為

　きざみ値による計算対象の診療行為は、原則、数量データの
値により算定する点数が３段階以上あり、同一点数の数量データ
の範囲ときざみ値ごとに加算する点数が一定である診療行為を
設定の対象とする。
　なお、「１：きざみ値により算定する診療行為」を設定した診療
行為のうち、一部の診療行為は、上記の基準を満たさない場合
がある。

３１ 下限値 数字 ８ 可変 　数量データの下限値を表す。
　下限値に制限がない場合は「０」を設定する。

３２ 上限値 数字 ８ 可変 　数量データの上限値を表す。
　上限値に制限がない場合は「９９９９９９９９」を設定する。

３３ きざみ値 数字 ８ 可変 　項番３４「きざみ点数」を適用する数量データの単位を表す。

３４ きざみ点数 数字 １０ 可変 　整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせ
で設定する。

項番 項目名

形式

内容

項番

１

２

３ 初診料

４ 再診料、外来診療料自体、又は再診料、外来診療料が含まれる診療行為

５ 入院基本料、特定入院料

６ 外泊

当該診療行為の算定回数と実日数の確認を要しない診療行為

当該診療行為の算定回数が実日数以下である確認を要する診療行為

０

１ ０

実日数 日数・回数

０

２
１

２

３ ３

４ ０

対　象　診　療　行　為
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モード
最大
バイト

項目
形式

３５ 上下限エラー処理 数字 １ 固定 　当該診療行為の数量データが「下限値－きざみ値」以下又は
「上限値」を越えた場合の処理を表す。
　上下限エラー処理は、下表の区分により「０」から「３」の値を設
定する。
　上下限エラー処理の設定条件は「別紙７－７」のとおりである。

上限回数

３６ 上限回数 数字 ３ 可変 　当該診療行為の算定可能な回数を表す。
　算定回数に制限がない場合は「０」を設定する。

３７ 上限回数エラー処
理

数字 １ 固定 　当該診療行為の算定回数が、上限回数を超えた場合の処理
方法を表す。

　０：上限回数を確認する。
　１：上限回数を算定する。

注加算

３８ 注加算コード 英数 ４ 可変 　注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）と注加算を関連付ける任意の同一番号を設定する。

３９ 注加算通番 英数 １ 固定 　１つの診療行為に対して同時に算定が可能な注加算に、異な
る番号を設定する。
　注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）に「０」を、注加算である診療行為に「１」から「９」及び
「Ａ」から「Ｚ」（昇順、アルファベット順）を設定する。
　注加算コードと注加算通番の関連は「別紙７－９」のとおりであ
る。

４０ 通則年齢 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

形式

内容項番 項目名

【点数算定式１】

基本点数＝ ×きざみ点数
データ－下限値

きざみ値

上限値－下限値

きざみ値

：切上げ

基本点数＋

【点数算定式２】

基本点数＝ 基本点数＋ ×きざみ点数

データ≦（下限値－きざみ値）

（下限値－きざみ値）＜データ≦下限値

下限値＜データ≦上限値

上限値＜データ

点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１

点数算定式１
（警告）

点数算定式２
点数算定式１

（警告）
点数算定式２

１ ２ ３

基本点数 基本点数 基本点数 基本点数

０
　　　　　　　　　　　　　　　　上下限エラー処理
データ範囲

基本点数 基本点数
点数算定せず

（返戻）
点数算定せず

（返戻）

：四捨五入
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モード
最大
バイト

項目
形式

上下限年齢

４１ 下限年齢 英数 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

４２ 上限年齢 英数 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

４３ 時間加算区分 数字 １ 固定 　時間外加算等に関する診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
　０：「１」から「7」以外の診療行為
　１：時間外加算等を算定可能な診療行為（「合成項目」を含
む。）
　２：休日加算自体
　３：初診料の休日加算に係る診療行為
　４：深夜加算自体
　５：時間外特例加算自体
　６：夜間・早朝加算自体
　７：夜間加算自体

＜加算項目、通則加算項目＞
　０：「１」から「9」以外の診療行為
　１：時間外加算自体
　２：休日加算自体
　３：初診料の休日加算自体
　４：深夜加算自体
　５：時間外特例加算自体
　６：夜間・早朝加算自体
　７：夜間加算自体
　８：時間外、深夜、時間外特例加算（手術又は1,000点以上の
処置）（注加算又は通則加算）自体
　９：休日加算（手術又は1,000点以上の処置）（注加算又は通
則加算）自体

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８：「告示等
識別区分（１）」を参照。

基準適合識別

４４ 適合区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

４５ 対象施設基準 数字 ４ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

４６ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

４７ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

４８ 数字 １ 固定 　入院基本料等減算の対象となる診療行為であるか否かを表
す。

　０：「１」から「５」以外の診療行為
　１：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊によ
る減算の対象となる入院基本料
　２：標欠及び定数超過による減算の対象となる入院期間加算
　３：選定療養（１５％減算）の減算コード自体
　４：他医療機関受診（１０％、１５％、２０％、３０％、４０％又は５
５％減算）又は外泊（８５％、７０％減算）の減算コード自体
　５：定数超過（１０％、２０％減算）又は標欠（１０％、１５％、２％
又は３％減算）の減算コード自体

４９ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

極低出生体重児加算
区分

処置乳幼児加算区分

項番 項目名

形式

内容

ドナー分集計区分

入院基本料等減算対
象識別
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モード
最大
バイト

項目
形式

５０ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

５１ 数字 ２ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

５２ 逓減対象区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

５３ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

５４ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

５５ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

５６ 数字 １ 固定 　外来管理加算を算定できない診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
　０：「１」及び「２」以外の診療行為
　１：外来管理加算を算定できない診療行為
　２：外来管理加算自体
＜加算項目、通則加算項目＞
　「０」を設定する。

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８「告示等
識別区分（１）」を参照。

旧点数

５７ 点数識別 数字 １ 固定 　項番５８「旧点数」に設定した点数等の種別を表す。

　０：診療報酬、労災診療費算定基準改定又はそれ以降に新設
された診療行為
　１：金額
　３：点数（プラス）
　４：購入単価（点数）
　５：％加算
　６：％減算
　７：減点診療行為
　８：点数（マイナス）

　点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。

５８ 旧点数 数字 １０ 可変 　診療報酬、労災診療費算定基準改定前の点数等を、整数部
「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせで設定す
る。
　金額の上限に制限がない場合：「９９９９９９９．００」を設定する。

５９ 漢字名称変更区分 数字 １ 固定

６０ カナ名称変更区分 数字 １ 固定

　当該項目の変更有無を表す。
　０：当該項目の内容に変更なし
　１：当該項目の内容に変更あり

自動縫合器加算区分

内容

外来管理加算区分

項番

検査等実施判断区分

形式

検査等実施判断グルー
プ区分

脊髄誘発電位測定等
加算区分

項目名

頸部郭清術併施加算
区分
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モード
最大
バイト

項目
形式

６１ 検体検査コメント 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

６２ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

６３ 包括逓減区分 数字 ３ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

６４ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

６５ 予備 数字 ２ 可変 　未使用：「０」を設定する。

６６ 英数 ３ 可変 　入院レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表し、
入院レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定する。
　点数欄集計先コードについては「表２」を参照。

６７ 自動吻合器加算区分 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

６８ 告示等識別区分（１） 英数 １ 固定 　診療行為コードを電子レセプトに記録する際の診療行為の取
扱い（種別）を表す。

　１：基本項目（告示）
　３：合成項目
　５：準用項目（通知）
　７：加算項目
　９：通則加算項目
　Ａ：入院基本料労災乗数項目又は四肢加算（手術）項目

６９ 告示等識別区分（２） 数字 １ 固定 　労災診療費算定基準上に規定する診療行為の取扱い（種別）
を表す。

　１：基本項目
　３：合成項目
　７：加算項目

７０ 地域加算 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

７１ 病床数区分 数字 １ 固定 　病床数に関する診療行為であるか否かを表す。

　０：「１」から「６」以外の診療行為
　１：許可病床（１～９９床）
　２：許可病床（１００～１９９床）
　３：許可病床（０～１９９床）
　４：許可病床（２００床以上）
　５：一般病床（０～１９９床）
　６：一般病床（２００床以上）

７２　 施設基準①～⑩ ４０ 　施設基準を要する診療行為に、先頭から最大１０項目まで施設
基準コードを設定する。

～
８１

施設基準コード 数字 （４） 可変 　施設基準を要する診療行為であるか否かを表す。
　施設基準コードは「別紙７－１０」のとおりである。

８２ 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

項番 項目名

形式

内容

超音波凝固切開装置
等加算区分

点数欄集計先識別
　　　　　（入院）

超音波内視鏡加算区
分

通則加算所定点数対
象区分
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モード
最大
バイト

項目
形式

８３ 短期滞在手術 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

８４ 歯科適用区分 数字 １ 固定 　歯科診療において算定可能な診療行為であるか否かを表す。

　０：歯科診療において算定できない診療行為
　１：歯科診療において算定可能な診療行為

８５ 英数 １ 可変 　労災では未使用：　「－」（ハイホン）を設定する。

８６ 英数 １ 可変 　労災では未使用：省略

８７ 数字 ８ 固定 　当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日付
を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。

８８ 数字 ８ 固定 　当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、月
「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。
　なお、廃止した診療行為でない場合は「９９９９９９９９」を設定す
る。

８９ 数字 ９ 可変 　未使用：「０」を設定する。

　労災では未使用

９０ 章 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

９１ 部 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

９２ 区分番号 数字 ３ 固定 　労災では未使用：「０００」を設定する。

９３ 枝番 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

９４ 項番 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

　労災では未使用

９５ 章 数字 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

９６ 部 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

９７ 区分番号 数字 ３ 固定 　労災では未使用：「０００」を設定する。

９８ 枝番 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

９９ 項番 数字 ２ 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

１００
～

１１１

５２ 　労災では未使用

下限年齢 英数 （２） 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

上限年齢 英数 （２） 固定 　労災では未使用：「００」を設定する。

注加算診療行為
コード

数字 （９） 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

１１２ 数字 ９ 可変 　労災では未使用：「０」を設定する。

１１３ 漢字 １２８ 可変 　漢字：６４文字

１１４ 英数 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１１５ 英数 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

項番 項目名

形式

内容

基本漢字名称

副鼻腔手術用内視鏡
加算
副鼻腔手術用骨軟部
組織切除機器加算

異動関連

変更年月日

廃止年月日

公表順序番号

コード表用番号
（アルファベット部を除
く）

コード表用番号
（アルファベット部）
告示・通知関連番号
（アルファベット部）

告示・通知関連番号
（アルファベット部を除
く）

年齢加算①～④
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モード
最大
バイト

項目
形式

１１６ 英数 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１１７ 英数 ３０ 可変 　労災では未使用：省略

１１８ 英数 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１１９ 英数 １ 固定 　労災では未使用：「０」を設定する。

１２０ 数字 ３ 可変 　未使用：省略

１２１ 数字 ９ 可変 　未使用：省略

１２２ 数字 ９ 可変 　未使用：省略

項番 項目名

形式

内容

予備

予備

長時間麻酔管理加算

点数表区分番号

非侵襲的血行動態モニ
タリング加算
凍結保存同種組織加
算
予備
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（2）医科診療行為労災補助マスタ 

 

 

 

 

 

モード
最大
バイト

項目
形式

１ 変更区分 数字 １ 固定 　レコードの異動状況を表す。

　０：前マスタの内容と同じであることを表す。
　１：抹消
　３：新規
　５：変更
　９：廃止

　「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表す。
　次回のマスタ更新時に、当該コードを削除する。

２ マスタ種別 英数 １ 固定 　「Ｖ」を設定する。
　（医科診療行為労災補助マスタであることを表す。）

３ 診療行為コード 数字 ９ 固定 　先頭１桁目は、診療行為コードを表す「１」を設定する。
　労災特掲コードについては、先頭２桁目に「０」を設定する。

診療行為省略名称 　出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定する。
４ 省略漢字有効桁数 数字 ２ 可変 　項番５「省略漢字名称」の文字数を表す。
５ 省略漢字名称 漢字 ６４ 可変 　漢字：３２桁
６ 数字 ８ 固定 　当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日付

を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。

７ 数字 ８ 固定 　当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、月
「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。
　なお、廃止した診療行為でない場合は「９９９９９９９９」を設定す
る。

８ 数字 １ 固定 　当該診療行為の四肢に対する特例の取扱い（１．５倍・２．０倍）
を表す。

　　０：「１」から「５」以外の診療行為
　　１：１．５倍又は２．０倍の対象
　　２：１．５倍のみ対象
　　３：２．０倍のみ対象
    ４：１．５倍の加算自体
　　５：２．０倍の加算自体

９ 数字 １ 固定 　当該診療行為が労災保険で算定可能かを表す。

　　０：健保・労災において算定可能
　　１：労災のみ算定可能
　　２：健保のみ算定可能

１０ 数字 ３ 可変 　未使用：省略
１１ 数字 ３ 可変 　未使用：省略
１２ 数字 ３ 可変 　未使用：省略
１３ 数字 ３ 可変 　未使用：省略
１４ 数字 ３ 可変 　未使用：省略
１５ 数字 ３ 可変 　未使用：省略予備

変更年月日

廃止年月日

労災算定不可区分

予備
予備
予備
予備

項番 項目名
形式

内容

予備

四肢加算区分(労災）
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表１ 単位コード一覧 

 

  

コード 内容

8 　組

3 　種

4 　箱

5 　巻

12 　方向

1

コード 内容

　分

2 　回

6 　枚

7 　本

　トローチ

14 　アンプル

9 　セット

10 　個

11 　裂

13

18 　包

19 　瓶

20 　袋

15 　カプセル

16 　錠

17 　丸

24 　回分

25 　テスト分

26 　ガラス筒

21 　瓶（袋）

22 　管

23 　シリンジ

31 　滴

32 　ｍｇ

27 　桿錠

28 　単位

29 　万単位

39 　バイアル

40 　ｃｍ

41 　ｃｍ２

42 　ｍ

43 　μＣｉ

36 　ｍＬ

37 　Ｌ

38 　ｍＬＶ

33 　ｇ

34 　Ｋｇ

35 　ｃｃ

30 　フィート

47 　筒

48 　ＧＢｑ

49 　ＭＢｑ

44 　ｍＣｉ

45 　μｇ

46 　管（瓶）

53 　患者当り

54 　気圧

55 　缶

50 　ＫＢｑ

51 　キット

52 　国際単位

59 　ブリスター

60 　シート

101 　分画

56 　手術当り

57 　容器

58 　ｍＬ（ｇ）

105 　菌株

106 　照射

107 　臓器

102 　染色

103 　種類

104 　株

112 　種目

113 　スキャン

108 　件

109 　部位

110 　肢

120 　個所

コード 内容

121 　日

122 　椎間

123 　筋

117 　歯

118 　面

119 　側

114 　コマ

115 　処理

116 　指

111 　局所

127 　椎弓

128 　食

129 　根管

124 　菌種

125 　項目

126 　箇所

133 　入院中

134 　退院時

135 　初回

130 　３分の１顎

131 　月

132 　入院初日

139 　窩洞

140 　神経

141 　一連

136 　口腔

137 　顎

138 　週

145 　４月

146 　６月

147 　１２月

142 　２週

143 　２月

144 　３月

153 　装置

154 　１歯１回

148 　５年

149 　妊娠中

150 　検査当り

158 　椎体

155 　１口腔１回

156 　床

157 　１顎１回

151 　１疾患当り
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表２ 点数欄集計先コード一覧 

 

  

点数欄 未使用

初診

再診（外来診療料）

再診（外来管理加算）

再診（時間外）

再診（休日）

再診（深夜）

医学管理

在宅

投薬（内服・頓服調剤）（入院外）

投薬（外用調剤）（入院外）

投薬（調剤）（入院）

投薬（処方）

投薬（麻毒）

投薬（調基）

注射（生物学的製剤・精密持続点滴・麻薬）

注射（皮下筋肉内）

注射（静脈内）

注射（その他）

処置

手術（手術）

手術（輸血）

麻酔

検査・病理診断

画像診断

その他

入院基本料

特定入院料・その他

入院時食事療養

金額欄 初診（労災特掲）

（食事以外） 再診（再診（労災特掲））

医学管理（労災特掲）

その他（労災特掲）

金額欄
（食事）

２５０

１２０

１２２

１２３

１２４

１２５

Ａ１２

０００

１１０

Ａ１１

医科区分

コード

８００

Ａ８０

９０３

９２０

９７０

Ａ１３

４００

５００

５０２

５４０

６００

７００

２６０

２７０

３００

３１１

３２１

３３１

１３０

１４０

２１０

２３０

２４０

集計先 点数集計先識別（入院外）点数集計先識別（入院）
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表３ 入院基本料加算区分コード一覧 

 

※入院基本料加算区分コードについては、「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」の「別紙７ 

入院基本料加算区分コード一覧」も併せて参照のこと。 

 

 

その他（労災特掲）－－ ９９９

基本項目 加算項目

コード 内容 コード 内容


